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１ 教育訓練休暇給付金とは？

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事から離れる場
合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付（基本手当）に相当する給付として、
賃金の一定割合を支給する制度です。

＜教育訓練休暇給付金の活用例＞
・外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を想定し、語学の習得に専念するため教

育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース。
・IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練

休暇給付金を活用するケース。
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２ 教育訓練休暇給付金支給対象者となる要件

① 教育訓練休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12 か月以上あること
みなし被保険者期間の計算においては、被保険者であった期間のうち、教育訓練休暇開始日の前

日から１か月ごと遡った各期間の賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを１か月と
して計算します。

右の表は、休暇を
開始した日を11
月12日とした場
合です。

７月12日～８月11日の期
間は11日未満のため１か
月とはなりません。

11
日
以
上
の
月
が
、

12
か
月
間
必
要
で
す
。
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最後に被保険者となった日（現在の被保険者資格を取得した日）前の被保険者であった期間に
ついても、離職期間が12か月以内であり、保険者期間に基づき基本手当の受給資格若しくは特例
受給資格を取得していない場合又は教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがない場合は、算定
基礎期間に含めることができます。

補足

② 休暇開始前に５年以上、雇用保険に加入していた期間（算定基礎期間）があること。
過去、失業給付や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたこと

がある場合通算できない期間が生じる場合があります。
※本人確認書類をハローワークに持参いただくと、教育訓練休暇開始前に算定基礎期間を確認することが可能です。

３

 被保険者であった期間

 被保険者でない期間

離職前の期間を通算可能です。

離職前の期間を通算できません。

離職期間が１年超
 又は

失業給付等を受給
離職 就職

休暇開始日

休暇開始日

離職 就職１年以内



３ 受給期間、所定給付日数、給付日額

② 所定給付日数
教育訓練休暇給付金は、受給期間における教育訓練休暇取得の認定を受けた日について、所定給付日

数を上限に支給しますが、所定給付日数は、教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする一般被保険者
の教育訓練休暇開始日の前日における算定基礎期間を元に決定されます。

③ 教育訓練休暇給付金の日額
教育訓練休暇給付金の日額の算定方法は、失業給付の算定方法と同じあり、休暇開始

日の前日を離職日とみなして算定します。

① 受給期間
給付を受けることのできる期間（受給期間）は、休暇開始日から起算して１年間であり、期間内の教

育訓練休暇を取得した日について所定給付日数を上限として給付を受けることができます。

４

加入期間 ５年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

所定給付日数 90日 120日 150日



３６歳 300，000円

お役立ちツール 教育訓練休暇給付金シミュレーター

シミュレーターはこちらから取得で
きます。

年齢と額面月収を入力
することで支給金額の
予想を立てることがで
きます。
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① 就業規則等に基づき、また、労働者本人が業務命令によらず自らの意思で教育訓練を受けるた
めに取得する休暇であって、一の休暇期間について、連続した30日以上の休暇を取得するもので
あること。

② 教育訓練休暇開始日から起算して1年以内に取得する無給の休暇であること。

③ 労働者が、就業規則等に基づき、教育訓練休暇の期間、教育訓練の目標、教育訓練 の内容、教
育訓練の実施方法等を明らかにして事業主の承認を得た上で取得した休暇であること。また、教
育訓練休暇の期間等を変更する場合には、同様に事業主の承認を得たものであること。

④ 原則として次のいずれかに該当する教育訓練を受けるための休暇であること。
ａ 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が提供す

る教育訓練
ｂ 教育訓練給付金の講座指定を受けた教育訓練実施者が行う教育訓練
ｃ 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

４ 支給の対象となる教育訓練休暇

※妊娠、出産、育児等の理 由により30日以上教育訓練を受けることができない場合、当該教育訓練を受けることのできない
日数を1年に加算した期間（その期間が4年を超えるときは、4年間）。
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① 一の対象教育訓練休暇の期間終了後、教育訓練休暇給付金の所定給付日数に残日数がある場合、受
給期間内であれば、労働者は、当該教育訓練休暇終了日後に、新しい教育訓練休暇の期間その他必

要事項を明らかにして事業主の承認を得た上で、対象教育訓練休暇を取得することができます。
対象教育訓練休暇の取得の回数に制限はありませんが、それぞれの休暇について、教育訓練休暇の

要件を満たす必要があります。

② 一の教育訓練休暇の期間については、労働者が事業主の承認を得た上で取得した教育訓練休暇の
初日を教育訓練休暇開始日、当該対象教育訓練休暇の末日を教育訓練休暇終了日とします（教育訓
練休暇中に離職日が存在する場合、当該離職日が教育訓練休暇期間の末日（終了日） となりま
す 。）。

補足

③ 業務命令によらない教育訓練に利用できる無給の休暇制度とは、必ずしも教育訓練に使途を限定し た
ものであることは求めず、使途を定めない休暇制度であって教育訓練のために利用が可能となっている
もの（サバティカル休暇制度等）であっても差し支えありません。一方で、業務命令により教育訓練を
受講する場合の休暇制度、30 日未満の休暇制度又は有給の休暇制度に基づいて取得する休暇制度に限定
されている場合は、教育訓練休暇給付金の支給対象とはなりません。
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① 教育訓練休暇を取得する労働者について休暇期間中に就業が予定されていてはいけません。
ただし、教育訓練休暇開始時点では予期し得ない事由により、教育訓練休暇開始後に一定の就業が

生じた場合には、当該就業に係る日数については支給を行わないこととなっています（収入の多寡に
関わらず、就業日数分不支給となります。）。

② 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者の方が労働基準法第 65 条第 1 項に規定する
産前休業又は同条第 2項に規定する産後休業を取得している場合、これを中断する などして対象教育
訓練休暇の取得を開始することはできません。

③ 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者について、事業主において解雇や雇止め、休業
を予定している場合、対象教育訓練休暇を取得することはできません（休業の予定が無いことについ
ては、事業主が、賃金月額証明書の⑯支給要件確認欄によって届け出ます。）。なお、虚偽の申請を
行った場合には罰則の対象となる場合があります。

注意点

④ 教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者であった期間等はリセットされます
（詳細は、スライド30をご確認ください。）。
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５ 手続の流れ（事業主）
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就業規則に基づき対象教育訓練休暇を取得する場合、日付は次の順番となっていることが必要です。

① 就業規則の労働者への周知及び労働基準監督署への届出日（届出が義務づけられている場合に限
る。）

②就業規則等の施行日 （又は改定日）

③教育訓練休暇開始日

（１）教育訓練休暇に関する就業規則の整備

※休暇制度の就業規則への導入について確認したい場合は、全国47都道府県に設
置されている「働き方改革推進支援センター」へご相談ください。
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① 事業主が、常時雇用する労働者が10人未満で就業規則の作成・届出義務がなく、就業規則を労働基準監
督署に届け出ることが義務づけられていない事業所に係る就業規則を提出する場合には、当該就業規則が適
切な手続きにより定められ、また、周知されていることを確認するため、事業主と労働組合等の労働者代表
が連名で作成した申立書を添付することが必要です。

② 常時雇用する労働者が10人未満であるため就業規則の作成・届出義務がなく、労働基準監督署に届け出
ていない事業所の場合、就業規則を作成し、当該就業規則において教育訓練休暇制度を設けて周知してい る
ことについて、事業主と労働組合等の労働者代表による申立書を作成することで代替可能であるため、当該
申立書の提出をお願いします。

補足
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５ 手続の流れ（事業主）

12



（２）賃金月額証明書の届出

① 賃金台帳
② 出勤簿（タイムカード等）及び休暇簿等の写し）

※過去の当該事業所に係る資格取得届及び離職証明書の提出において、その記載内容の信頼性が高いと認められ、
承認を受けた事業主等（照合省略事業主等）については、上記２つの関係書類の提出を適宜省略することができま
す。

③ 業務命令によらない30日以上の無給の教育訓練休暇を取得することが可能な制度が存在することを確認できる
就業規則等の書類

事業主は、その雇用する労働者の方が対象教育訓練休暇を開始したときは、教育訓練休暇開始日の
翌日から起算して10日以内に賃金月額証明書に必要事項を記載し、来所又は郵送等により事業所管
轄安定所の長に提出する必要があります（則第14条の2第1項）。

＜添付書類＞

該当部分の就業規則等の写しにより、業務命令によらない教育訓練の受 講に利用できる、30日以上の無給の
休暇制度が設けられていることが確認できることが必要です。

なお、当該休暇制度の対象となっているか、就業規則等だけでは明らかではない場合には、雇用契約書等の
提出を追加でお願いする場合があります。

※照合省略事業主等においても、教育訓練休暇制度が規定された就業規則等については省略はできません。 13



記載方法は基本的には離
職証明書（離職票）と同
じです。
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５ 手続の流れ（事業主）
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提出された賃金月額証明書及び添付書類を確認させていただいた結果、賃金支払状況等及び就業規則
等について確認できた場合には、管轄の安定所より事業主の方々に①支給申請書、②賃金月額証明票
（事業主控）及び③賃金月額証明票（本人手続用）交付しますので、賃金月額証明票（本人手続用）及
び支給申請書を教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者の方に速やかに交付してください。

（３）賃金月額証明票及び教育訓練休暇給付金支給申請書の交付

お疲れさまでした。
事業主の方々にやって
いただくのはここまで
になります。

16



５ 手続の流れ（労働者）
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教育訓練休暇の開始教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者の方は、あらかじめ事業主の
承認を受け、教育訓練休暇取得確認票（以下「取得確認票」という。）に必要事項を記載し、取得確認
票について事業主の証明を受けた上で、就業規則等に基づき、対象教育訓練休暇の取得を開始をします。

（１）教育訓練休暇取得確認票の提出
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あらかじめ事業主の
方の承認を受け、証
明をしてもらう必要
があります。
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６ 手続の流れ（労働者）
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① 賃金月額証明票（本人手続用）
賃金月額証明票の内容を確認し、⑰欄に署名をいただく必要があります。

② 取得確認票 当該一般被保険者本人が記載し、事業主の証明を受けたもの

③ 本人・住居所確認書類
郵送又は電子申請の場合であって、マイナンバーカードの写しを提出する場合、表面のみの写しを
ご提出ください。

④ 払渡希望金融機関口座を確認できるもの（預(貯)金口座の通帳、キャッシュカード、その他の払渡
金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写し）

（２）支給申請書の提出、及び受給資格の決定
教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者の方は、事業主から交付を受けた支給申請書

に必要事項を記載の上、速やかに次の書類を添付し、来所又は郵送等により住居所管轄安定所の長
に提出してください。

＜添付書類＞

住居所管轄安定所は、提出された書類を確認し、教育訓練休暇給付金の受給資格を確認した場合、
支給申請書の提出者に対し、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知（以下「受給資格決定通知」と
いう。）を交付し、初回の認定日（後述）を通知します。
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＜教育訓練休暇給付金支給申請書＞
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＜受給資格決定通知＞
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６ 手続の流れ（労働者）
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（３）教育訓練休暇取得の認定及び教育訓練休暇給付金の支給決定

教育訓練休暇給付金の受給資格を満たす場合には、30日に1回、教育訓練休暇取得認定申告書（以下
「認定申告書」という。）を住居所管轄安定所の長に提出する必要があります（郵送提出可。郵送の
場合は発信日を申請日とします。 ）。

認定申告書を提出する日（以下「認定日」という。）については、都度、住居所管轄の安定所から
指示をうけてください。

認定日においては、直前の30日（以下「支給対象期間」という。）における対象教育訓練休暇を取
得した各日について支給の可否の認定を行います（初回の認定日の支給対象期間は、教育訓練休暇開
始日を起算日とした30日間）。

なお、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練休暇給付金支給対象者は、認定申告書等を当該
認定日から起算して7日以内に提出することができます。

＜添付書類＞
① 本人確認書類
② 受給資格決定通知
③ 教育訓練休暇の取得を証明することができる書類

教育訓練機関が発行した受講証明書又は領収書等。なお、２回目以降の認定日については、
本人記載の疎明書を提出することによって代えることも可能です。

※失業給付と異なり、認定日より遅れて認定申告書等が提出された場合でも、認定の対象となる支給対象期間は変化しません。
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＜教育訓練休暇取得認定申告書＞
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７ 教育訓練休暇給付金の支給金額

教育訓練休暇給付金の支給額
＝

教育訓練休暇取得の認定を受けた日数×教育訓練休暇給付金の日額

※教育訓練休暇取得の認定を受けた日数＝認定申告書に記載された支給対象期間の暦日数ー自己
の労働等によって収入を得た日又は教育訓練休暇以外の休業・休暇を取得した日に該当する日

※「収入」は、あくまで就労の対価として支払われるものとし、当該就労の事実と関係のない収
入は含みません（例えば、会社が、福利厚生の一環として、教育訓練休暇支給対象者に対し、資
格取得に必要な費用（受講料や資格試験受験料等）を補助するための手当を支給した場合、当該
手当は就労の対価として支払われる訳ではないため、ここでいう「収入」には当たりません。）
が、 会社が休暇中の生活費補助のための手当を支給する場合には、そもそも教育訓練休暇給付金
の支給要件である「無給の休暇」を取得したといえないことから、教育訓練休暇給付金は支給さ
れません。

※教育訓練休暇以外の休業・休暇を取得した日とは、育児休業や介護休業、病気休暇、有給休暇
等、教育訓練以外を目的とする休暇・休業を取得した日のことです。 27



事業主又は教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者の都合で教育訓練休暇給付金に係る受
給資格決定手続が遅延し、必要な手続の実施が認定日を超えた場合には、当該認定日に係る期間の認定
を行うことができません。

なお、認定がされなかった場合、当該支給対象者に係る教育訓練休暇給付金の所定給付日数は減少し
ませんが、受給期間を徒過した以降の期間については、教育訓練休暇給付金を支給することができない
ためご注意ください。

８ 受給資格決定が遅延した場合等の取扱い

例えば、事業主による事業所管轄安定所の長に対する賃金月額証 明書等の届出又は教育訓練休暇給
付金の支給を受けようとする一般被保険者による管轄安定所の長に対する支給申請書、賃金月額証明
票（本人手続用）等の提出の遅滞に伴い、当該一般被保険者に対する受給資格決定通知の交付が遅れ、
結果として、初回の認定日から起算して 7 日以内に認定申告書等の提出ができなかった場合は、当該
認定日の直前の 30 日間について教育訓練休暇を取得したことの認定を行うことができないため、当
該期間に対する教育訓練休暇給付金を支給できず、遡って支給することもできません。
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受給期間 教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる期間（受給期間）は、原則として教育訓練休
暇給付金の受給資格に係る教育訓練休暇開始日から起算して1年間ですが、受給期間内に、妊娠、出産、育
児等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない場合、受給期間の延長が認められま
す（所定給付日数が増えるわけではありません。）。

受給期間を延長しようとする場合、教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする労働者又は教育訓練休
暇給付金支給対象者本人が作成した教育訓練休暇変更確認票（以下「変更確認票」という。）により事業
主の承認を得た上で、休暇開始日の翌日から起算して最大4年を経過するまでの間に、当該変更確認票を添
えて、来所又は郵送等により住居所管轄安定所の長に対して教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書を提
出してください。

９ 受給期間の延長
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① 被保険者であった期間
新たな被保険者期間は休暇開始日から起算（＊）することになります。
なお、育児休業給付金及び介護休業給付金受給資格の要件と被保険者期間並びに教育訓練給付金（一般教

育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金）の支給要件期間の算定対象については
リセットされません。

＊事業主の方々においては、その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失し離職証明書を作成する場合には、
離職理由にかかわらず離職証明書の「⑭賃金に関する特記事項」欄に教育訓練休暇期間を記載してください。

② 基本手当の所定給付日数を決定する際に用いる算定基礎期間
③ 高年齢求職者給付金の給付日数を決定する際に用いる算定基礎期間
④ 新たに教育訓練休暇給付金の支 給を受けようとする場合の所定給付日数を決定する際に用いる算定基礎期

間に相当する期間
⑤ 高年齢雇用継続給付の受給資格の要件となる被保険者であった期間

※②～⑤の期間には、教育訓練休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該教育訓練休暇給付金の支給に
係る休暇の期間を含めることができません。

10 教育訓練休暇給付金の支給に伴う被保険者期間等の取扱い
教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合以下の期間はリセットされます。
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① 併給可能な給付金
教育訓練給付金（一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金）

② 併給不可能な給付金
ア 介護休業
イ 育児休業、育児時短就業給付金

取得したと認められる日については、教育訓練を受けるための休暇として認定されず不支給となり
ます。

ウ 高年齢雇用継続給付金
教育訓練休暇取得の認定を受けた日が1日でもある暦月は、高年齢雇用継続給付の支給対象とはな

らないため、当該各暦月については、高年齢雇用継続給付は支給されません。

※ 教育訓練休暇給付金の支給に係る対象教育訓練休暇と病気休暇・有給休暇等を重複して取得するこ
とはできないため、対象教育訓練休暇の期間内に病気休暇や有給休暇を取得している日については、
傷病手当金や給与の有無によらず、教育訓練休暇給付金を支給されません。同様に、 対象期間内に産
前休業・産後休業を取得している日についても、出産手当金や給与の有無によらず、教育訓練休暇給
付金を支給されません。

11 併給調整について
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